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１E０５ 

非上場創薬ベンチャーの価値創造に関する分析研究 

 
 

○櫻井 満也、柿原 浩明（京都大学）、仙石 慎太郎（東京工業大学） 

 
 
 
『日本再興戦略』において「ベンチャー・創業の加速化」が重要な課題の一つとして掲げられている。

高度の研究成果が求められる新薬開発を志向したベンチャー企業（創薬ベンチャー）は、長期間多額の

投資を必要とするものの、製品化に至る確率が極めて低いリスクの高い事業を展開している。今回、日

本の非上場創薬ベンチャーの価値創造の実態解明を目指し、事業起源と特許取得の関係、代表者と提携

実績および開発パイプラインの関係に関する分析結果を報告する。本研究成果は、アカデミアの研究成

果が創薬事業における「死の谷」を乗り越えイノベーションを実現してゆく上での実務的な基礎知見と

なることが期待される。 
 
1. はじめに 

2013 年 6 月、安倍政権は、「大胆な金融政策」

と「機動的な財政政策」に続く民間投資を喚起す

る成長戦略である『日本再興戦略』を発表した１）。

この戦略のアクションプランの一つである「戦略

市場創造プラン」では、健康長寿産業が戦略的分

野の一つに位置付けられた結果、医療分野の研究

開発の司令塔として、内閣官房に健康・医療戦略

室が設置され、2015 年 4 月に独立行政法人日本

医療研究開発機構が発足することになった２）。さ

らに、2014 年 6 月、改革に向けての 10 の挑戦と

題して『日本再興戦略』の改訂版が発表された３）。

残された 10 の重要な課題の一つに「ベンチャー・

創業の加速化」が掲げられ、この施策として、ベ

ンチャー企業と大企業のマッチングを促すため

の「ベンチャー創造協議会（仮称）」の創設が計

画され、創業に伴う生活の不安定化の懸念を解消

するための取り組みが実施された４）。 
株式会社ジャパンベンチャーリサーチは、日本

の非上場ベンチャー企業の資金調達状況５）や国内

投資対象ベンチャーファンドの動向６）を調査し、 

図１ 新規に設立されたファンド総額 
（出典：株式会社ジャパンベンチャーリサーチ６）） 

毎年発表している。2013 年は、安倍政権の経済

活性化策、いわゆるアベノミクスの影響もあり、

総額 1,942 億円（対前年約 6 倍）のベンチャー投

資ファンドが設立された（図１）。バイオ・医療・

ヘルスケア領域を投資対象とするファンドの総

額は、2008 年以降最大の 300 億円を超える規模

となった。 
このように政策誘導によるベンチャーの育成

を促進する環境下にあるものの、長期にわたる多

額の投資が必要となるリスクの高い医薬品開発

事業７）を展開している日本の非上場創薬ベンチャ

ーの経営実態は不明であった。我々は、公開情報

ならびに市販データベースを用い、日本のバイオ

ベンチャーを対象とする網羅的なデータベース

（Japanese Biotech Database (JaBit)）を構築し

ており８）、昨年の第 28回年次学術大会において、

非上場創薬ベンチャー48 社の経営実態を報告し

た９）。今回は、非上場創薬ベンチャーの価値創造

の実態解明を目指し、事業起源と特許取得の関係、

代表者と提携実績および開発パイプラインの関

係について分析を行った。 
 
2. 先行研究 
2.1. バイオベンチャー研究 

日本のバイオベンチャーを対象にした研究で

は、本庄・長岡らは、バイオインダストリー協会

（JBA）が行っている統計・動向調査結果を用い

て、代表者の交代に関して、決定要因や企業のパ

フォーマンスへの影響について報告している１０）。

この中で、代表者の交代と研究開発費の関係およ

びライセンス・アウトの関係を検証したものの、

いずれも代表者の交代の有無との間に統計的に

有意な違いを見出すことができなかった。 
Patzelt らは、ドイツのバイオベンチャー99 社

図３は、大阪大学 Hitz(バイオ)

協働研究所が進める一気通貫の産

学連携を示した。すなわち、植物バ

イオマスを使ったバイオポリマー

の生産には、原料を安定供給させ

るバイオマス基地および原料から

材料を取り出す生産システムが必

要であり、海外にその拠点を企業

資金で成立した。そして、用途開発

とマーケティングを進める組織と

して協働研究所が存在し一気通貫

の運営が可能となっている。これ

らのシステム運用こそがイノベー

ションに繋がる手段として効果的

であると判断している。そして、こ

の産学官連携イノベーションを成

就させるためには、様々な政策手

段を活用してきた事が決め手となって、一気通貫システムを機能的に運用できていると考察される。 

３．イノベーションの方法論としてどうか 

大阪大学 Hitz(バイオ)協働研究所で取り

組んでいる産学連携イノベーションにつ

いて、従来の産学連携との違いを図４に示

した。従来型の取り組みでは相互間の力関

係などにより、開発の主導権と責任を何処

が負うのか不明瞭であった。そのため、期

首の基盤領域の開発は大学を主体に進行

することが可能であったが、川中以降に移

行する段階に至っては、複雑な要素を取り

込んで産学連携を進行させることは困難

な状況となった。川中以降は大阪大学型産

学官連携の活用によって、相互間の力関係

を協働研究所という組織が吸収し緩衝材

となって開発を円滑に進められる様にな

り、更には、開発主導権の責任を企業が負

うことで、開発内容の分担と責任を明確に示すことが可能となった。このことにより、植物バイオポリ

マーによるイノベーション創生を加速することに繋がった。

４．おわりに 

 科学技術イノベーション政策（ここでは大阪大学での産学連携制度と設定）を推進する上での６原則

に照らし合わせて、大阪大学 Hitz（バイオ）協働研究所でのイノベーション活動の比較検証を行った。 

１）産学連携開発を企業側が主体となって、時間軸と目標を明確にした戦略実行が可能となった。 

２）NEDO、JST、農水省から全体計画を見据えた包括的な政策支援により強い継続性を維持している。 

３）川上から川下までの研究開発段階をカバーした一気通貫の開発を実践できている。 

４）大阪大学と日立造船の役割分担を明示した産学官連携として協働研究所を運用している。 

５）各種政策手段（国プロ）の成果を組み合わせることにより重層の開発が可能となった。 

６）各テーマの PDCA について、外部委員評価による予算と成果の評価・見直しを実行している。 

 

参考文献 

1) 研究・技術計画学会 2012 年年次要旨集 777-779
2) 科学技術イノベーション総合戦略 2014 について：平成 26 年 6 月 24 日閣議決定
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を経験している代表者は、創薬ベンチャー入社前

の業界に分類した。 
 
4. 結果と考察 
4.1. 代表者の経歴と事業成果の関係  

非上場創薬ベンチャーの代表者の経歴は図２

の通りであった。 

図２ 非上場創薬ベンチャーの代表者の経歴（2013

年 12 月時点） 
 

まず、代表者の経歴別にみる、提携プログラム

を有する非上場創薬ベンチャーの割合を図３に

示す。製薬業界出身者企業の提携プログラム保有

率は高かったものの、金融業界出身者企業の保有

率が最も高かった。これは、提携先が主に製薬企

業になることから、製薬企業とのネットワークを

有するアカデミアや製薬企業の出身者が有利に

なることは理解できる。一方、金融業界出身者企

業の高い提携実現力は、ビジネスとしての投資回

収を常に意識していることと、医薬品事業の経験

が限定的なことから必要以上に自社で抱え込ま

ないという経営判断によるものと推察される。 

図３ 代表者の経歴別にみる、提携プログラムを有

する非上場創薬ベンチャーの割合* 

* 縦軸は代表者の各経歴の非上場創薬ベンチャーの中で
提携プログラムを有する企業の割合を示し、横軸のカッ
コ内に代表者の各経歴の企業数を示す 
 

 

次に、代表者の経歴別にみる、臨床開発品目を

有する非上場創薬ベンチャーの割合を図４に示

すが、予想通り、製薬業界出身者企業が多かった。

これは、医薬品開発に関わる意思決定や薬事規制

に対応するための知識・経験が必要なため、製薬

業界出身の代表者のリーダーシップに頼ること

は合理的な判断と考える。 

図４ 代表者の経歴別にみる、臨床開発品目を有す

る非上場創薬ベンチャーの割合* 
* 縦軸は代表者の各経歴の非上場創薬ベンチャーの中で
臨床開発品を有する企業の割合を示し、横軸のカッコ内
に代表者の各経歴の企業数を示す 

 
4.2. 考察  

特許取得に関しては、アカデミア起源企業と

JV ビジネス起源企業のパフォーマンスが高いこ

とが確認されている１２）。これら企業群の特許は、

アカデミアの研究成果に依存している割合が高

い。逆の見方をすると、アカデミアの研究成果を

事業化する上では、創薬ベンチャーは重要な役割

を担っており、創薬ベンチャーを育成・支援する

ことで、より多くのイノベーションの実現に繋が

ると考える。 
次に、Patzelt らの報告と同様に、提携プログ

ラムや臨床開発品を有する創薬ベンチャーの代

表者に製薬業界出身者の比率が高いことが確認

された。彼らは、経営陣の製薬企業での勤務年数

と企業の成長（従業員数の増加）との相関性を示

したが１１）、今回の我々の研究結果は、代表者の

経歴が企業価値の創造に影響を及ぼすことを示

唆するものであった。 
以上をまとめると、ビジネス資産としての特許

を取得する上ではアカデミア研究を活用するこ

とが効率的であるが、臨床段階への移行や効率的

な臨床開発、ならびに提携の実現によって創薬ベ

ンチャーの企業価値を増大させるためには、製薬

業界出身者の役割は大きくなる。すなわち、創薬

ベンチャーの成長に伴って適任の代表者への交

代の必要性を示唆しているものと考える。 

の経営陣の経歴と企業の成長の関係を調べた１１）。

調査対象の 99社中 49社の創薬ベンチャーにおい

て、経営陣の製薬企業での勤務年数と企業の成長

の間に統計上有意な相関が認められたことを報

告している。しかしながら、彼らは、企業の成長

を従業員数の増加で評価しており、経営陣の経歴

が企業価値の創造に与える影響を明らかにした

わけではない。 
我々は、創薬ベンチャーの企業価値の源泉は特

許と開発パイプラインであると考えている。すな

わち、前者を将来のグローバルビジネスに発展す

る可能性のある長期的な資産、後者を販売や提携

に向けた短中期的な資産と位置付けている。そこ

で、我々は、非上場創薬ベンチャーの特許取得、

製薬企業等との共同研究開発やライセンスなど

の提携、臨床段階の開発パイプラインに着目した

調査を行った。 
 
2.2. 非上場創薬ベンチャーの事業起源と特許取

得の関係 
表１に示す事業起源毎に分類した非上場創薬

ベンチャーに関する我々の先行研究１２）によれば、

特許査定数において、ジョイントベンチャー（JV）
ビジネス起源企業の平均値（国内特許 15.0、外国

特許 18.6）は、他の事業起源群の平均値（アカデ

ミア起源企業（国内特許 5.7、外国特許 3.6）、ラ

イセンス起源企業（国内特許 3.5、外国特許 2.6）、
個人起源／非特定起源企業（国内特許 2.8、外国

特許 0.8））に比べ有意に多かった。特許査定数は

事業期間に影響を受ける特許出願数に依存する

が、表１に示すように、JV ビジネス起源企業の平

均事業年数は最も長かったものの、他の事業起源

群に比べ大きな差異ではなかった。 
特許査定率に関しては、国内特許査定率の平均

値ではライセンス起源企業（国内特許 40.2%、外

国特許 23.0%）が、外国特許査定率の平均値では

JV ビジネス起源企業 （国内特許 24.4%、外国特

許 48.6%）が最も高かった。また、国内および外

国特許査定率において、アカデミア起源企業（国

内特許 31.0%、外国特許 29.8%）は 2 番目の位置

にあり、個人起源／非特定起源企業（国内特許

21.5%、外国特許 17.6%））は最下位であった。 
この結果を以下のように纏めることができる。 

１） アカデミア起源企業は、国内外とも特許性の

ある研究成果を有している割合が相対的に

高い。 
２） JV ビジネス起源企業は、アカデミアの先端

研究成果と産業界の事業化の視点を持ち合

わせており、その結果として特許資産を多く

有している。 
３） ライセンス起源企業は、国内での事業化を保

護する観点から国内の特許査定率は高いも

のの、外国での特許取得に繋がる研究成果は

多くない。 
４） 個人起源／非特定起源企業は、国内外とも特

許性のある研究成果に乏しい。 
本先行研究は特許査定に着目したが、請求範囲

を絞ることで特許査定の確率が上がることもあ

り、事業化の視点から見た特許の質にも留意する

必要がある。しなしながら、医薬品マーケットは

グローバル化されていることから、国内特許のみ

ならず外国特許を取得しないと製薬企業等との

提携の確率は低下する。従って、創薬ベンチャー

の企業価値を評価する際には、事業の独占性を担

保できる外国特許の保有数を重視しなければな

らないと考える。 
 
3. 方法 

JBA の『2012 年バイオベンチャー統計・動向

調査報告書』の巻末資料に掲載されている 660 社

のバイオベンチャー企業リストから、大分類「医

療・健康」の中にある小分類「医薬品」および「そ

の他」を事業分野として挙げている企業 195 社を

選定した。そして、2013 年 12 月時点の各社ホー

ムページから、事業戦略、事業内容や研究開発パ

イプライン情報を確認し、今回の検討対象とする

非上場創薬ベンチャー44 社を特定した１３）。 
次に、2013 年 12 月時点での各社の代表者の

経歴を、ホームページに開示されている情報に加

え、一部企業からの回答を基に、アカデミア出身、

製薬業界出身、製薬業界を除く事業会社出身、金

融業界出身、非特定に分類した。尚、複数の業界

分類 定義 企業数 比率
平均事業

年数

アカデミア起源企業
大学発ベンチャーと明記している等、アカデミアの研究成果によ
り起業された企業

25 56.8% 10.6

ジョイントベンチャー（JV）
ビジネス起源企業

事業期間が決められた産官共同研究所の研究成果が継承され
た企業

2 4.5% 12.5

ライセンス起源企業
日本で臨床試験が未着手の販売品や開発品等のライセンスを基
に起業された企業

8 18.2% 11.3

個人起源／非特定起源企業
創業者個人の研究成果の事業化と考えられる企業、あるいは起
源が明示されていない企業

9 20.5% 10.3

44 100.0% 10.7

表１　非上場創薬ベンチャーの事業起源による分類
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を経験している代表者は、創薬ベンチャー入社前

の業界に分類した。 
 
4. 結果と考察 
4.1. 代表者の経歴と事業成果の関係  

非上場創薬ベンチャーの代表者の経歴は図２

の通りであった。 

図２ 非上場創薬ベンチャーの代表者の経歴（2013

年 12 月時点） 
 

まず、代表者の経歴別にみる、提携プログラム

を有する非上場創薬ベンチャーの割合を図３に

示す。製薬業界出身者企業の提携プログラム保有

率は高かったものの、金融業界出身者企業の保有

率が最も高かった。これは、提携先が主に製薬企

業になることから、製薬企業とのネットワークを

有するアカデミアや製薬企業の出身者が有利に

なることは理解できる。一方、金融業界出身者企

業の高い提携実現力は、ビジネスとしての投資回

収を常に意識していることと、医薬品事業の経験

が限定的なことから必要以上に自社で抱え込ま

ないという経営判断によるものと推察される。 

図３ 代表者の経歴別にみる、提携プログラムを有

する非上場創薬ベンチャーの割合* 

* 縦軸は代表者の各経歴の非上場創薬ベンチャーの中で
提携プログラムを有する企業の割合を示し、横軸のカッ
コ内に代表者の各経歴の企業数を示す 
 

 

次に、代表者の経歴別にみる、臨床開発品目を

有する非上場創薬ベンチャーの割合を図４に示

すが、予想通り、製薬業界出身者企業が多かった。

これは、医薬品開発に関わる意思決定や薬事規制

に対応するための知識・経験が必要なため、製薬

業界出身の代表者のリーダーシップに頼ること

は合理的な判断と考える。 

図４ 代表者の経歴別にみる、臨床開発品目を有す

る非上場創薬ベンチャーの割合* 
* 縦軸は代表者の各経歴の非上場創薬ベンチャーの中で
臨床開発品を有する企業の割合を示し、横軸のカッコ内
に代表者の各経歴の企業数を示す 

 
4.2. 考察  

特許取得に関しては、アカデミア起源企業と

JV ビジネス起源企業のパフォーマンスが高いこ

とが確認されている１２）。これら企業群の特許は、

アカデミアの研究成果に依存している割合が高

い。逆の見方をすると、アカデミアの研究成果を

事業化する上では、創薬ベンチャーは重要な役割

を担っており、創薬ベンチャーを育成・支援する

ことで、より多くのイノベーションの実現に繋が

ると考える。 
次に、Patzelt らの報告と同様に、提携プログ

ラムや臨床開発品を有する創薬ベンチャーの代

表者に製薬業界出身者の比率が高いことが確認

された。彼らは、経営陣の製薬企業での勤務年数

と企業の成長（従業員数の増加）との相関性を示

したが１１）、今回の我々の研究結果は、代表者の

経歴が企業価値の創造に影響を及ぼすことを示

唆するものであった。 
以上をまとめると、ビジネス資産としての特許

を取得する上ではアカデミア研究を活用するこ

とが効率的であるが、臨床段階への移行や効率的

な臨床開発、ならびに提携の実現によって創薬ベ

ンチャーの企業価値を増大させるためには、製薬

業界出身者の役割は大きくなる。すなわち、創薬

ベンチャーの成長に伴って適任の代表者への交

代の必要性を示唆しているものと考える。 

の経営陣の経歴と企業の成長の関係を調べた１１）。

調査対象の 99社中 49社の創薬ベンチャーにおい

て、経営陣の製薬企業での勤務年数と企業の成長

の間に統計上有意な相関が認められたことを報

告している。しかしながら、彼らは、企業の成長

を従業員数の増加で評価しており、経営陣の経歴

が企業価値の創造に与える影響を明らかにした

わけではない。 
我々は、創薬ベンチャーの企業価値の源泉は特

許と開発パイプラインであると考えている。すな

わち、前者を将来のグローバルビジネスに発展す

る可能性のある長期的な資産、後者を販売や提携

に向けた短中期的な資産と位置付けている。そこ

で、我々は、非上場創薬ベンチャーの特許取得、

製薬企業等との共同研究開発やライセンスなど

の提携、臨床段階の開発パイプラインに着目した

調査を行った。 
 
2.2. 非上場創薬ベンチャーの事業起源と特許取

得の関係 
表１に示す事業起源毎に分類した非上場創薬

ベンチャーに関する我々の先行研究１２）によれば、

特許査定数において、ジョイントベンチャー（JV）
ビジネス起源企業の平均値（国内特許 15.0、外国

特許 18.6）は、他の事業起源群の平均値（アカデ

ミア起源企業（国内特許 5.7、外国特許 3.6）、ラ

イセンス起源企業（国内特許 3.5、外国特許 2.6）、
個人起源／非特定起源企業（国内特許 2.8、外国

特許 0.8））に比べ有意に多かった。特許査定数は

事業期間に影響を受ける特許出願数に依存する

が、表１に示すように、JV ビジネス起源企業の平

均事業年数は最も長かったものの、他の事業起源

群に比べ大きな差異ではなかった。 
特許査定率に関しては、国内特許査定率の平均

値ではライセンス起源企業（国内特許 40.2%、外

国特許 23.0%）が、外国特許査定率の平均値では

JV ビジネス起源企業 （国内特許 24.4%、外国特

許 48.6%）が最も高かった。また、国内および外

国特許査定率において、アカデミア起源企業（国

内特許 31.0%、外国特許 29.8%）は 2 番目の位置

にあり、個人起源／非特定起源企業（国内特許

21.5%、外国特許 17.6%））は最下位であった。 
この結果を以下のように纏めることができる。 

１） アカデミア起源企業は、国内外とも特許性の

ある研究成果を有している割合が相対的に

高い。 
２） JV ビジネス起源企業は、アカデミアの先端

研究成果と産業界の事業化の視点を持ち合

わせており、その結果として特許資産を多く

有している。 
３） ライセンス起源企業は、国内での事業化を保

護する観点から国内の特許査定率は高いも

のの、外国での特許取得に繋がる研究成果は

多くない。 
４） 個人起源／非特定起源企業は、国内外とも特

許性のある研究成果に乏しい。 
本先行研究は特許査定に着目したが、請求範囲

を絞ることで特許査定の確率が上がることもあ

り、事業化の視点から見た特許の質にも留意する

必要がある。しなしながら、医薬品マーケットは

グローバル化されていることから、国内特許のみ

ならず外国特許を取得しないと製薬企業等との

提携の確率は低下する。従って、創薬ベンチャー

の企業価値を評価する際には、事業の独占性を担

保できる外国特許の保有数を重視しなければな

らないと考える。 
 
3. 方法 

JBA の『2012 年バイオベンチャー統計・動向

調査報告書』の巻末資料に掲載されている 660 社

のバイオベンチャー企業リストから、大分類「医

療・健康」の中にある小分類「医薬品」および「そ

の他」を事業分野として挙げている企業 195 社を

選定した。そして、2013 年 12 月時点の各社ホー

ムページから、事業戦略、事業内容や研究開発パ

イプライン情報を確認し、今回の検討対象とする

非上場創薬ベンチャー44 社を特定した１３）。 
次に、2013 年 12 月時点での各社の代表者の

経歴を、ホームページに開示されている情報に加

え、一部企業からの回答を基に、アカデミア出身、

製薬業界出身、製薬業界を除く事業会社出身、金

融業界出身、非特定に分類した。尚、複数の業界

分類 定義 企業数 比率
平均事業

年数

アカデミア起源企業
大学発ベンチャーと明記している等、アカデミアの研究成果によ
り起業された企業

25 56.8% 10.6

ジョイントベンチャー（JV）
ビジネス起源企業

事業期間が決められた産官共同研究所の研究成果が継承され
た企業

2 4.5% 12.5

ライセンス起源企業
日本で臨床試験が未着手の販売品や開発品等のライセンスを基
に起業された企業

8 18.2% 11.3

個人起源／非特定起源企業
創業者個人の研究成果の事業化と考えられる企業、あるいは起
源が明示されていない企業

9 20.5% 10.3

44 100.0% 10.7

表１　非上場創薬ベンチャーの事業起源による分類
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オントロジー工学に基づく、低環境負荷のライフスタイルにおける

心豊かさの構造への考察

○岸上祐子，古川柳蔵，須藤祐子（東北大），溝口理一郎（北陸先端大），

石田秀輝，若林雄介（東北大）

はじめに

現在、気候変動問題をはじめとした、さまざま

な環境問題が起こっている。多くの環境問題は、

膨張した人の欲求の結果であり 、その欲求をか

なえてきたのは技術である。人々は新技術を受け

入れ、それらの技術を使った製品によってライフ

スタイルを変化させてきた 。

一方、国内では物質的な豊かさよりも精神的な

豊かさを求める傾向が強まる傾向にある。内閣府

の世論調査によると、 年代を境に物質的豊か

さを求める傾向と精神的豊かさを求める傾向が

逆転し、その差は広がっている 。また、西尾ら

は、環境配慮行動が、消費者個人の生活にどのよ

うなベネフィットをもたらせば実践されるかを

解明し、コストの削減といった「経済的ベネフィ

ット」、快適さ、おもしろさ、やりがい感といっ

た「生活の質的ベネフィット」、個人や家族の「健

康・安全ニーズの充足」の３つのベネフィットの

効果の分析から、質的ベネフィットの方が経済的

ベネフィットよりは効果があったと報告した ）。 
求められる生活の質や心豊かさがあれば、人は

行動変容を起こすことができ、しかもその心豊か

さが低環境負荷につながるものであれば、厳しい

環境制約下でも我慢や耐久を強いないライフス

タイルとなる可能性がある。

では、人が求める心豊かさとはどのようなもの

だろうか。人は潜在的に「楽しみ」「社会と一体」

「清潔感」「自分成長」「自然」といった要素を求

めることが示されている 。例えば過去に存在し

たような、自然との関わりの中にあった楽しみを

はじめとした心豊かさの要素があれば、現代のラ

イフスタイルを変容させられないだろうか。そこ

に心豊かさが加わることによって、環境制約下の

「我慢」「耐久」といった不満が解消されるので

はないだろうか。

これまで「楽しみ」の研究で大きな影響を与え

たものにチクセントミハイ（ ）のフロー理論

があり、教育・体育、スポーツ・レクリエーショ

ン・産業（経営・生産管理）・医療（心理療法）・

福祉・介護等の実践的諸領域に広く適用されてい

る が、心豊かさとの関係については言及してい

ない。ライフスタイルに影響を与える心豊かさの

構造とはどういうものか。人によってとらえ方が

違うと考えられがちな、楽しみなどの心豊かさの

概念について、明示し共有することができないだ

ろうか。

これまで技術が人のライフスタイルを変化さ

せてきたことから、新たな技術によるライフスタ

イルの変容も期待される。現在、「生物多様性」

すなわち「高炭素世界の完全リサイクル型技術」

に学んで新しい技術規範（パラダイム）を 体系

化した 生物規範工学からの技術開発が期待され

ている。このような技術を用い、将来の制約のも

とから現在を見つめ直し、将来をデザインするバ

ックキャスティング手法 を用い描かれたたライ

フスタイルから、必要とされる技術を抽出しマッ

チングすることで、技術ありきの発想とは異なっ

た、環境負荷の低い社会形成への技術開発につな

がると考えられる。

本研究の目的

本研究では、低環境負荷へ行動変容し環境制約

下でも心豊かな生活を送るための、楽しみをはじ

めとした心豊かさの構造を明らかにするために、

その概念化をすするための方法論を構築する。

方法

．データ収集について

着目したのが 年（戦前）以前の生活であ

る。そのころのエネルギー使用量は、現在の 分

の 以下であった 。そしておよそ 歳の高齢者

は、 年には成人していた。 歳の高齢者は

自然と共に暮らしており、数多くの知恵や技術を

知っている。この年代の生活から、低環境負荷な

ライフスタイルにおける楽しみをはじめとした

心豊かさについて、当時の生活が描かれた随筆ヒ

アリングなどからファクトベースで収集する。

収集するための随筆は、主として『日本の名随

筆』集（作品社）を採用した。まず、随筆の中に

描かれている「楽しみ」に関する部分を抜き出す

ための検索ワードを決定した。決定には、「類語

辞典（ 年発行 版 東京堂出版）」「類語

5. 研究上の課題と今後の展望 
今回我々は、創薬ベンチャーの企業価値の源泉

を、特許、提携、臨床開発品として、事業起源と

の関係、創薬ベンチャーの代表者の経歴との関係

性を分析した。しかしながら、本研究には 3 つの

課題がある。 
1 点目は、事業起源や代表者の経歴を特定でき

ない企業が少なからず存在したことである。事業

起源を特定できなかった企業が 44社中 9社あり、

分析の結果に影響を与えうる数であった。また、

代表者経歴の非特定群 4 社中 3 社が臨床開発品を

有していた。これは本研究が公開情報に基づく故

であり、今後はインタビュー調査等を通じた情報

の補完が必要である。 
2 点目は、今回の結果は、代表者の経歴と企業

価値創造の間の関係性に留まり、因果関係を示し

ている訳でないことである。本研究では代表者の

経歴調査は2013年12月時点の情報に基づいてい

るが、今後は創薬ベンチャーの代表者在任期間と

提携成立時期や臨床段階への移行時期に関する

時系列情報を収集し、本点の理解を深めたい。 
3 点目は、事例数の限界により統計学的検証が

困難なことである。本調査実施時点の非上場創薬

ベンチャー数は 44 に留まり、以降も顕著な増加

はみられておらず、事業起源別あるいは代表者の

経歴別の統計学的な分析は不可能である。今後は、

上場創薬ベンチャーや海外の非上場創薬ベンチ

ャーを含めるなど、調査対象の拡大を検討すると

ともに、本調査対象企業に対しては、事例研究手

法に基づき、価値創造プロセスの理解を深めてい

く予定である。 
 
6. 結びに変えて 

『日本再興戦略』が実行に移され、今後は、健

康・医療戦略室や独立行政法人日本医療研究開発

機構がトップダウンで創薬支援戦略を策定・実施

することが期待される。また、科学技術振興機構

（JST）の研究成果最適展開支援プログラム

（A-STEP）や文部科学省の大学発新産業創出拠

点プロジェクト（START 事業）など、アカデミ

ア研究を基にしたベンチャー企業の創出・育成を

図る公的プログラムが強力に推進されている。

我々は、創薬という製品化率の低い事業領域にお

いて、アカデミアの研究成果を事業化に結び付け

より多くのイノベーションを実現させるために、

既存の創薬ベンチャーから価値創造に有効なプ

ロセスとノウハウを学び、新たな創薬ベンチャー

の効率的な支援方法を確立する必要があると考

えている。 
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